
人
事
院
は
、
一
般
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
法
律
に
基
づ
き
、
人
事
院
規
則
九
―
八
（
初
任
給
、
昇
格
、
昇
給
等
の
基
準

）
の
一
部
改
正
に
関
し
次
の
人
事
院
規
則
を
制
定
す
る
。

平
成
二
十
八
年
十
一
月
二
十
四
日

人
事
院
総
裁

一

宮

な
ほ
み

人
事
院
規
則
九
─
八
─
八
二

人
事
院
規
則
九
―
八
（
初
任
給
、
昇
格
、
昇
給
等
の
基
準
）
の
一
部
を
改
正
す
る
人
事
院
規
則

人
事
院
規
則
九
―
八
（
初
任
給
、
昇
格
、
昇
給
等
の
基
準
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
一
条
第
三
項
に
次
の
た
だ
し
書
を
加
え
る
。

た
だ
し
、
職
務
の
級
を
専
門
ス
タ
ッ
フ
職
俸
給
表
の
四
級
に
決
定
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
あ
ら
か
じ
め
人
事

院
の
承
認
を
得
て
決
定
す
る
も
の
と
す
る
。

第
十
二
条
第
一
項
第
二
号
中
「
決
定
す
る
号
俸
」
の
下
に
「
（
職
務
の
級
を
専
門
ス
タ
ッ
フ
職
俸
給
表
の
四
級
に
決
定
さ
れ

た
職
員
に
あ
つ
て
は
、
最
低
の
号
俸
）
」
を
加
え
る
。

別
表
第
一
の
専
門
ス
タ
ッ
フ
職
俸
給
表
級
別
標
準
職
務
表
中

1



「

３
級

行
政
の
特
定
の
分
野
に
お
け
る
特
に
高
度
の
専
門
的
な
知
識
経
験
に
基
づ
く
特
に
困
難
な
調
査

研
究

情
報
の
分
析
等
を
行
う
こ
と
に
よ
り

特
に
重
要
な
政
策
の
企
画
及
び
立
案
等
を
支

を

、
、

、

援
す
る
業
務
を
行
う
職
務

」

「

３
級

行
政
の
特
定
の
分
野
に
お
け
る
特
に
高
度
の
専
門
的
な
知
識
経
験
に
基
づ
く
特
に
困
難
な
調
査

研
究

情
報
の
分
析
等
を
行
う
こ
と
に
よ
り

特
に
重
要
な
政
策
の
企
画
及
び
立
案
等
を
支

、
、

、

援
す
る
業
務
を
行
う
職
務

に

４
級

行
政
の
特
定
の
分
野
に
お
け
る
極
め
て
高
度
の
専
門
的
な
知
識
経
験
に
基
づ
く
極
め
て
困
難
な

調
査

研
究

情
報
の
分
析
等
を
行
う
こ
と
に
よ
り

極
め
て
重
要
な
政
策
の
企
画
及
び
立
案

、
、

、

等
を
支
援
す
る
業
務
を
行
う
職
務

」

改
め
る
。

別
表
第
六
の
専
門
ス
タ
ッ
フ
職
俸
給
表
在
級
期
間
表
中

「

「

３
級

３
級

４
級

を

に
改
め
る
。

別
に
定
め
る

別
に
定
め
る

別
に
定
め
る

」

」

2



「

「

別
表
第
七
の
行
政
職
俸
給
表
㈠
昇
格
時
号
俸
対
応
表
中

を

36

36

37

38

39

40

41

41

42

42

43

43

44

44

45

」

に
改
め
る
。

36

36

37

37

38

38

39

39

40

40

41

41

42

42

43

」
「

「

別
表
第
七
の
行
政
職
俸
給
表
㈡
昇
格
時
号
俸
対
応
表
中

を

30

31

32

33

33

34

34

35

35

36

29

30

30

31

31

」

に
改
め
る
。

32

32

33

34

35

」

3



「

「

別
表
第
七
の
税
務
職
俸
給
表
昇
格
時
号
俸
対
応
表
中

を

22

22

23

23

24

24

25

25

26

26

27

21

22

22

22

」

「

「

に
、

を

23

23

23

24

24

24

25

31

31

31

32

32

32

33

33

33

34

34

35

35

36

36

37

30

31

31

31

32

」

」

に
改
め
る
。

32

32

33

33

33

34

34

34

35

35

35

」

「

「

別
表
第
七
の
公
安
職
俸
給
表
㈡
昇
格
時
号
俸
対
応
表
中

を

42

43

44

45

45

46

46

47

47

48

48

49

41

42

42

」

4



に
改
め
る
。

43

43

44

44

45

45

46

46

47

」

「

「

別
表
第
七
の
海
事
職
俸
給
表
㈡
昇
格
時
号
俸
対
応
表
中

を

26

27

28

29

29

30

30

31

31

32

25

26

26

27

27

」

に
改
め
る
。

28

28

29

30

31

」

「

「

別
表
第
七
の
教
育
職
俸
給
表
㈡
昇
格
時
号
俸
対
応
表
中

を

34

34

35

35

36

36

37

37

38

38

39

39

40

33

34

」

5



「

に
、

34

34

35

35

35

36

36

36

37

38

39

54

54

54

54

54

55

55

55

55

55

56

56

56

56

56

57

57

57

」

「
を

57

57

57

58

58

58

58

58

58

59

59

59

59

59

59

60

60

60

60

60

60

61

53

54

54

54

54

54

54

55

」

55

55

55

55

55

56

56

56

56

56

56

57

57

57

57

57

57

58

58

58

58

58

58

59

59

59

59

59

59

60

60

60

に
改
め
る
。

」

6



「

「

別
表
第
七
の
研
究
職
俸
給
表
昇
格
時
号
俸
対
応
表
中

を

32

32

32

33

34

35

36

37

37

38

38

39

39

40

32

」

「

に
、

32

32

33

33

34

34

35

35

36

36

37

38

39

58

58

59

59

60

60

61

61

61

61

62

62

62

62

63

63

」

「

「

を

に
、

63

63

64

57

58

58

58

59

59

59

60

60

60

61

61

61

62

62

62

63

63

63

38

38

38

39

39

39

」

」

「
を

40

40

40

40

40

41

41

41

41

41

42

42

42

42

42

43

43

43

43

37

38

38

38

38

39

39

39

39

39

40

」

7



に
改
め
る
。

40

40

40

40

41

41

41

41

41

42

42

42

42

42

」
「

別
表
第
七
の
医
療
職
俸
給
表
㈢
昇
格
時
号
俸
対
応
表
中

82

82

82

82

83

83

83

83

84

84

84

84

85

85

85

85

「
を

86

86

86

86

87

87

87

87

88

81

82

82

82

82

82

83

83

83

83

83

84

84

84

84

84

85

85

85

86

86

」

に
改
め
る
。

86

87

87

87

」

8



「

級

別
表
第
七
の
専
門
ス
タ
ッ
フ
職
俸
給
表
昇
格
時
号
俸
対
応
表
中

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

3

３

4

5

5

5

6

6

6

7

7

8

9



「

級

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

４

を

級

」

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

3

4

5

5

5

6

6

6

7

7

8

３

10



に
改
め
る
。

」

「

「

別
表
第
七
の
二
の
行
政
職
俸
給
表
㈠
降
格
時
号
俸
対
応
表
中

を

81

82

83

84

86

88

90

92

82

84

86

88

90

」

に
改
め
る
。

92

93

93

」

11



「

「

別
表
第
七
の
二
の
行
政
職
俸
給
表
㈡
降
格
時
号
俸
対
応
表
中

を

37

38

39

40

42

44

46

38

40

42

44

45

46

」

に
改
め
る
。

47

」

「

「

「

別
表
第
七
の
二
の
税
務
職
俸
給
表
降
格
時
号
俸
対
応
表
中

を

に
、

62

64

66

68

70

72

63

66

69

72

73

73

」

」

「
を

に
改
め
る
。

49

52

55

58

60

62

64

50

53

56

59

62

65

65

」

」

12



「

「

別
表
第
七
の
二
の
公
安
職
俸
給
表
㈠
降
格
時
号
俸
対
応
表
中

を

に
改
め
る
。

9

9

9

9

10

10

」

」

「

「

別
表
第
七
の
二
の
公
安
職
俸
給
表
㈡
降
格
時
号
俸
対
応
表
中

を

77

78

79

80

82

84

86

88

78

80

82

84

86

」

に
改
め
る
。

88

89

89

」

「

「

別
表
第
七
の
二
の
海
事
職
俸
給
表
㈡
降
格
時
号
俸
対
応
表
中

を

37

38

39

40

42

44

46

38

40

42

44

45

46

」

13



に
改
め
る
。

47

」

「

「

別
表
第
七
の
二
の
教
育
職
俸
給
表
㈡
降
格
時
号
俸
対
応
表
中

を

54

56

58

60

62

64

66

55

58

61

64

65

66

」

「

「

に
、

を

に
改
め
る
。

67

101

106

111

116

122

128

134

140

102

108

114

120

126

132

138

141

」

」

」

「

「

別
表
第
七
の
二
の
研
究
職
俸
給
表
降
格
時
号
俸
対
応
表
中

を

69

70

71

72

74

76

78

70

72

74

76

77

78

79

」

14



「

「

「

「

に
、

を

に
、

を

102

104

106

108

112

116

120

103

106

109

112

115

118

121

95

98

101

106

111

116

96

100

105

110

」

」

」

」

に
改
め
る
。

115

120

」

「

「

別
表
第
七
の
二
の
医
療
職
俸
給
表
㈢
降
格
時
号
俸
対
応
表
中

を

108

112

116

120

124

128

132

109

114

119

124

127

130

」

に
改
め
る
。

133

」
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「

級

別
表
第
七
の
二
の
専
門
ス
タ
ッ
フ
職
俸
給
表
降
格
時
号
俸
対
応
表
中

11

12

13

14

17

20

22

23

23

23

23

23

２

「

級

21

21

21

３

を

23

23

23

23

23

23

23

23

23

級

」

11

12

13

14

17

20

22

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

２
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に
改
め
る
。

23

23

23

23

」

別
表
第
七
の
四
の
専
門
ス
タ
ッ
フ
職
俸
給
表
３
級
職
員
昇
給
号
俸
数
表
の
次
に
次
の
一
表
を
加
え
る
。

ニ
専
門
ス
タ
ッ
フ
職
俸
給
表
４
級
職
員
昇
給
号
俸
数
表

昇
給
区
分

Ａ
Ｂ

Ｃ
Ｄ

Ｅ

昇
給
の
号
俸
数

１
０

０
０

０

備
考

こ
の
表
は

専
門
ス
タ
ッ
フ
職
俸
給
表
の
適
用
を
受
け
る
職
員
で
そ
の
職
務
の
級
が
４
級
で
あ
る
も
の
に
適
用
す
る

。

、

附

則

17



（
施
行
期
日
等
）

第
一
条

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
十
一
条
第
三
項
、
第
十
二
条
第
一
項
第
二
号
、
別
表
第
一

、
別
表
第
六
、
別
表
第
七
の
専
門
ス
タ
ッ
フ
職
俸
給
表
昇
格
時
号
俸
対
応
表
、
別
表
第
七
の
二
の
専
門
ス
タ
ッ
フ
職
俸
給
表

降
格
時
号
俸
対
応
表
及
び
別
表
第
七
の
四
の
改
正
規
定
並
び
に
附
則
第
四
条
の
規
定
は
、
平
成
二
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施

行
す
る
。

２

こ
の
規
則
（
前
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
改
正
規
定
を
除
く
。
）
に
よ
る
改
正
後
の
規
則
九
―
八
の
規
定
は
、
平
成
二
十

八
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条

平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
こ
の
規
則
の
施
行
の
日
の
前
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
、
新
た
に
俸
給
表
の
適
用
を
受

け
る
こ
と
と
な
っ
た
職
員
及
び
昇
給
、
降
号
又
は
復
職
時
等
に
お
け
る
号
俸
の
調
整
以
外
の
事
由
に
よ
り
そ
の
受
け
る
号
俸

に
異
動
の
あ
っ
た
職
員
の
う
ち
、
改
正
後
の
規
則
九
―
八
の
規
定
に
よ
る
号
俸
が
改
正
前
の
規
則
九
―
八
の
規
定
に
よ
る
号

俸
に
達
し
な
い
職
員
の
、
当
該
適
用
又
は
異
動
の
日
に
お
け
る
号
俸
に
つ
い
て
は
、
改
正
後
の
規
則
九
―
八
の
規
定
に
か
か

わ
ら
ず
、
改
正
前
の
規
則
九
―
八
の
規
定
に
よ
る
号
俸
と
す
る
も
の
と
す
る
。

18



第
三
条

こ
の
規
則
の
施
行
の
日
か
ら
平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
、
新
た
に
俸
給
表
の
適
用
を
受
け

る
こ
と
と
な
っ
た
職
員
及
び
降
格
、
昇
給
、
降
号
又
は
復
職
時
等
に
お
け
る
号
俸
の
調
整
以
外
の
事
由
に
よ
り
そ
の
受
け
る

号
俸
に
異
動
の
あ
っ
た
職
員
（
個
別
に
人
事
院
の
承
認
を
得
て
号
俸
を
決
定
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
職
員
を
除
く
。
）
の

う
ち
、
前
条
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
職
員
と
の
均
衡
上
必
要
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
職
員
の
、
当
該
適
用
又
は
異
動
の
日

に
お
け
る
号
俸
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
人
事
院
規
則
一
―
三
四
の
一
部
改
正
）

第
四
条

人
事
院
規
則
一
―
三
四
（
人
事
管
理
文
書
の
保
存
期
間
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

「

第
十
三
条
第
三
項
、
第
四
十
六
条
第
一

の
報
告
の
文
書
等

第
十
八
条
、
第
十
九
条
た
だ
し
書
、
第

、
第
二
十
二
条
第
二
項
、
第
二
十
四
条

別
表
の
二
の
表
規
則
九
―
八
（
初
任
給
、
昇
格
、
昇
給
等
の
基
準
）
の
項
中

条
第
一
項
第
二
号
（
第
二
十
八
条
に
お
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む
。
）
、
第
三
十
条
、
第
四
十
条
、
第

十
四
条
の
二
、
第
四
十
五
条
、
第
四
十

別
表
第
二
の
研
究
職
俸
給
表
初
任
給
基

認
に
関
す
る
文
書
等

「

項
又
は
第
四
十
八
条
の
二

第
十
一
条
第
三
項
た
だ
し
書
、
第
十
八
条
、
第
十
九
条
た
だ
し
書

、
第
二
十
条
の
二
第
四
項
各
号
、
第
二
十
二
条
第
二
項
、
第
二
十

二
十
条
の
二
第
四
項
各
号

四
条
の
二
第
三
項
、
第
二
十
六
条
第
一
項
第
二
号
（
第
二
十
八
条

の
二
第
三
項
、
第
二
十
六

に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
三
十
条
、
第
四
十
条

い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

を

、
第
四
十
四
条
第
二
項
、
第
四
十
四
条
の
二
、
第
四
十
五
条
、
第

に
改
め
る
。

四
十
四
条
第
二
項
、
第
四

四
十
八
条
、
第
四
十
九
条
又
は
別
表
第
二
の
研
究
職
俸
給
表
初
任

八
条
、
第
四
十
九
条
又
は

給
基
準
表
の
備
考
第
一
項
の
承
認
に
関
す
る
文
書
等

準
表
の
備
考
第
一
項
の
承

第
十
三
条
第
三
項
、
第
四
十
六
条
第
一
項
又
は
第
四
十
八
条
の
二
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の
報
告
の
文
書
等

」

」
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○

人
事
院
規
則
九
―
八
―
八
二

新
旧
対
照
表

改

正

後

改

正

前

（
新
た
に
職
員
と
な
つ
た
者
の
職
務
の
級
）

（
新
た
に
職
員
と
な
つ
た
者
の
職
務
の
級
）

第
十
一
条

（
略
）

第
十
一
条

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

３

経
験
者
採
用
試
験
の
結
果
に
基
づ
い
て
新
た
に
職
員
と
な
つ

３

経
験
者
採
用
試
験
の
結
果
に
基
づ
い
て
新
た
に
職
員
と
な
つ

た
者
の
職
務
の
級
は
、
各
庁
の
長
が
そ
の
者
に
求
め
ら
れ
る
能

た
者
の
職
務
の
級
は
、
各
庁
の
長
が
そ
の
者
に
求
め
ら
れ
る
能

力
等
を
考
慮
し
て
指
定
す
る
採
用
試
験
の
結
果
に
よ
り
採
用
さ

力
等
を
考
慮
し
て
指
定
す
る
採
用
試
験
の
結
果
に
よ
り
採
用
さ

れ
た
部
内
の
他
の
職
員
で
、
当
該
新
た
に
職
員
と
な
つ
た
者
の

れ
た
部
内
の
他
の
職
員
で
、
当
該
新
た
に
職
員
と
な
つ
た
者
の

採
用
の
日
に
占
め
る
こ
と
と
な
る
官
職
の
職
務
と
そ
の
複
雑
、

採
用
の
日
に
占
め
る
こ
と
と
な
る
官
職
の
職
務
と
そ
の
複
雑
、

困
難
及
び
責
任
の
度
が
同
程
度
の
職
務
に
従
事
す
る
者
の
職
務

困
難
及
び
責
任
の
度
が
同
程
度
の
職
務
に
従
事
す
る
者
の
職
務

の
級
を
踏
ま
え
、
当
該
新
た
に
職
員
と
な
つ
た
者
の
有
す
る
知

の
級
を
踏
ま
え
、
当
該
新
た
に
職
員
と
な
つ
た
者
の
有
す
る
知

識
経
験
、
免
許
等
を
考
慮
し
て
決
定
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ

識
経
験
、
免
許
等
を
考
慮
し
て
決
定
す
る
も
の
と
す
る
。

し
、
職
務
の
級
を
専
門
ス
タ
ッ
フ
職
俸
給
表
の
四
級
に
決
定
し

よ
う
と
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
あ
ら
か
じ
め
人
事
院
の
承
認

を
得
て
決
定
す
る
も
の
と
す
る
。

４
・
５

（
略
）

４
・
５

（
略
）

（
新
た
に
職
員
と
な
つ
た
者
の
号
俸
）

（
新
た
に
職
員
と
な
つ
た
者
の
号
俸
）

第
十
二
条

新
た
に
職
員
と
な
つ
た
者
の
号
俸
は
、
次
の
各
号
に

第
十
二
条

新
た
に
職
員
と
な
つ
た
者
の
号
俸
は
、
次
の
各
号
に

掲
げ
る
職
員
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
号
俸
と
す

掲
げ
る
職
員
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
号
俸
と
す

る
。

る
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

前
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
職
務
の
級
を
決
定
さ
れ
た
職

二

前
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
職
務
の
級
を
決
定
さ
れ
た
職

員
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
経
験
者
試
験
採
用
者
」
と
い

員
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
経
験
者
試
験
採
用
者
」
と
い

う
。
）

各
庁
の
長
が
当
該
経
験
者
試
験
採
用
者
に
求
め
ら

う
。
）

各
庁
の
長
が
当
該
経
験
者
試
験
採
用
者
に
求
め
ら

れ
る
能
力
等
を
考
慮
し
て
指
定
す
る
採
用
試
験
の
結
果
に
よ

れ
る
能
力
等
を
考
慮
し
て
指
定
す
る
採
用
試
験
の
結
果
に
よ

り
採
用
さ
れ
た
部
内
の
他
の
職
員
で
、
当
該
経
験
者
試
験
採

り
採
用
さ
れ
た
部
内
の
他
の
職
員
で
、
当
該
経
験
者
試
験
採

用
者
の
採
用
の
日
に
新
た
に
職
員
と
な
つ
た
も
の
と
し
た
場

用
者
の
採
用
の
日
に
新
た
に
職
員
と
な
つ
た
も
の
と
し
た
場

合
に
、
当
該
経
験
者
試
験
採
用
者
の
有
す
る
経
験
年
数
に
相

合
に
、
当
該
経
験
者
試
験
採
用
者
の
有
す
る
経
験
年
数
に
相

22



応
す
る
経
験
年
数
を
有
す
る
こ
と
と
な
る
者
が
、
当
該
経
験

応
す
る
経
験
年
数
を
有
す
る
こ
と
と
な
る
者
が
、
当
該
経
験

者
試
験
採
用
者
の
採
用
の
日
に
属
す
る
職
務
の
級
と
同
一
の

者
試
験
採
用
者
の
採
用
の
日
に
属
す
る
職
務
の
級
と
同
一
の

職
務
の
級
に
属
す
る
場
合
に
受
け
る
こ
と
と
な
る
号
俸
を
踏

職
務
の
級
に
属
す
る
場
合
に
受
け
る
こ
と
と
な
る
号
俸
を
踏

ま
え
、
当
該
経
験
者
試
験
採
用
者
の
有
す
る
能
力
等
を
考
慮

ま
え
、
当
該
経
験
者
試
験
採
用
者
の
有
す
る
能
力
等
を
考
慮

し
て
決
定
す
る
号
俸
（
職
務
の
級
を
専
門
ス
タ
ッ
フ
職
俸
給

し
て
決
定
す
る
号
俸

表
の
四
級
に
決
定
さ
れ
た
職
員
に
あ
つ
て
は
、
最
低
の
号
俸

）
三
・
四

（
略
）

三
・
四

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）
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改 正 後 改 正 前

別表第一 標準職務表（第三条関係） 別表第一 標準職務表（第三条関係）

イ～ヨ （略） イ～ヨ （略）

タ 専門スタッフ職俸給表級別標準職務表 タ 専門スタッフ職俸給表級別標準職務表

職務の級 標 準 的 な 職 務 職務の級 標 準 的 な 職 務

（略） （略） （略） （略）

行政の特定の分野における特に高度の 行政の特定の分野における特に高度の

専門的な知識経験に基づく特に困難な 専門的な知識経験に基づく特に困難な

３ 級 調査、研究、情報の分析等を行うこと ３ 級 調査、研究、情報の分析等を行うこと

により、特に重要な政策の企画及び立 により、特に重要な政策の企画及び立

案等を支援する業務を行う職務 案等を支援する業務を行う職務

行政の特定の分野における極めて高度

の専門的な知識経験に基づく極めて困

４ 級 難な調査、研究、情報の分析等を行う （新設） （新設）

ことにより、極めて重要な政策の企画

及び立案等を支援する業務を行う職務

レ （略） レ （略）

別表第六 在級期間表（第二十条関係） 別表第六 在級期間表（第二十条関係）

イ～ヨ （略） イ～ヨ （略）

タ 専門スタッフ職俸給表在級期間表 タ 専門スタッフ職俸給表在級期間表

職 務 の 級 職 務 の 級

（略） ３ 級 ４ 級 （略） ３ 級

（略） 別に定める 別に定める （略） 別に定める
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（傍線部分は改正部分）

別表第七　昇格時号俸対応表（第二十三条関係） 別表第七　昇格時号俸対応表（第二十三条関係）
イ　行政職俸給表㈠昇格時号俸対応表 イ　行政職俸給表㈠昇格時号俸対応表

２級 ３級 ４級 ５級 ６級 ７級 ８級 ９級 10級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級 ７級 ８級 ９級 10級

１ １ １ １
２ １ ２ １
３ １ ３ １
４ １ ４ １

78 35 78 35
79 36 79 36
80 36 80 36
81 37 81 37
82 37 82 38
83 38 83 39
84 38 84 40
85 39 85 41
86 39 86 41
87 40 87 42
88 40 88 42
89 41 89 43
90 41 90 43
91 42 91 44
92 42 92 44
93 43 93 45
94 94

125 (略) (略) (略) (略) (略) (略) (略) (略) 125 (略) (略) (略) (略) (略) (略) (略) (略)

(略) (略)

(略)(略)(略) (略) (略) (略) (略) (略)

(略) (略)

(略) (略) (略)

(略) (略)

(略)

(略) (略)

(略) (略)

昇　格　後　の　号　俸

(略) (略) (略)

(略) (略)

改　正　後 改　正　前

昇格した日の
前日に受けて
いた号俸

昇　格　後　の　号　俸 昇格した日の
前日に受けて
いた号俸

(略) (略) (略) (略) (略)
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（傍線部分は改正部分）

ロ　行政職俸給表㈡昇格時号俸対応表 ロ　行政職俸給表㈡昇格時号俸対応表

２級 ３級 ４級 ５級 ２級 ３級 ４級 ５級

１ 1 １ 1
２ 1 ２ 1
３ 1 ３ 1
４ 1 ４ 1

37 29 37 29
38 29 38 30
39 30 39 31
40 30 40 32
41 31 41 33
42 31 42 33
43 32 43 34
44 32 44 34
45 33 45 35
46 34 46 35
47 35 47 36
48 36 48 36

137 （略） 71 （略） （略） 137 （略） 71 （略） （略）

ハ　（略） ハ　（略）

(略) (略) (略)

（略）（略） （略） （略）

(略) (略)

（略） （略）

改　正　後 改　正　前

昇格した日の
前日に受けて
いた号俸

昇　格　後　の　号　俸 昇格した日の
前日に受けて
いた号俸

昇　格　後　の　号　俸

(略)
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（傍線部分は改正部分）

ニ　税務職俸給表昇格時号俸対応表 ニ　税務職俸給表昇格時号俸対応表

２級 ３級 ４級 ５級 ６級 ７級 ８級 ９級 10級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級 ７級 ８級 ９級 10級

１ 1 1 １ 1 1
２ 1 1 ２ 1 1
３ 1 1 ３ 1 1
４ 1 1 ４ 1 1

49 18 30 49 18 30
50 18 30 50 18 31
51 18 31 51 18 31
52 18 31 52 18 31
53 19 31 53 19 32
54 19 32 54 19 32
55 19 32 55 19 32
56 19 32 56 19 33
57 20 33 57 20 33
58 20 33 58 20 33
59 20 33 59 20 34
60 20 34 60 20 34
61 21 34 61 21 35
62 21 34 62 21 35
63 21 35 63 22 36
64 22 35 64 22 36
65 22 35 65 23 37
66 22 66 23
67 23 67 24
68 23 68 24
69 23 69 25
70 24 70 25
71 24 71 26
72 24 72 26
73 25 73 27
74 74

93 (略) (略) (略) (略) (略) (略) (略) 93 (略) (略) (略) (略) (略) (略) (略)

ホ　（略） ホ　（略）

(略) (略) (略)(略) (略) (略) (略) (略)(略) (略) (略) (略) (略) (略)

(略)(略)(略) (略) (略) (略) (略) (略) (略) (略)(略)

改　正　後 改　正　前

昇格した日の
前日に受けて
いた号俸

昇　格　後　の　号　俸 昇格した日の
前日に受けて
いた号俸

昇　格　後　の　号　俸

(略)(略) (略)
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（傍線部分は改正部分）

ヘ　公安職俸給表㈡昇格時号俸対応表 ヘ　公安職俸給表㈡昇格時号俸対応表

２級 ３級 ４級 ５級 ６級 ７級 ８級 ９級 10級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級 ７級 ８級 ９級 10級

１ １ １ １
２ １ ２ １
３ １ ３ １
４ １ ４ １

77 41 77 41
78 41 78 42
79 42 79 43
80 42 80 44
81 43 81 45
82 43 82 45
83 44 83 46
84 44 84 46
85 45 85 47
86 45 86 47
87 46 87 48
88 46 88 48
89 47 89 49
90 90

101 (略) (略) (略) (略) (略) (略) (略) (略) 101 (略) (略) (略) (略) (略) (略) (略) (略)

ト　（略） ト　（略）

(略)(略) (略) (略) (略) (略)

(略) (略)

(略) (略) (略) (略) (略) (略) (略) (略)

(略) (略) (略)(略) (略) (略)(略) (略) (略) (略) (略) (略) (略)

(略) (略)

改　正　後 改　正　前

昇格した日の
前日に受けて
いた号俸

昇　格　後　の　号　俸 昇格した日の
前日に受けて
いた号俸

昇　格　後　の　号　俸

(略)
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（傍線部分は改正部分）

チ　海事職俸給表㈡昇格時号俸対応表 チ　海事職俸給表㈡昇格時号俸対応表

２級 ３級 ４級 ５級 ６級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級

１ 1 １ 1
２ 1 ２ 1
３ 1 ３ 1
４ 1 ４ 1

37 25 37 25
38 25 38 26
39 26 39 27
40 26 40 28
41 27 41 29
42 27 42 29
43 28 43 30
44 28 44 30
45 29 45 31
46 30 46 31
47 31 47 32
48 32 48 32

113 (略) (略) (略) (略) 113 (略) (略) (略) (略)

リ　（略） リ　（略）

改　正　後 改　正　前

昇格した日の
前日に受けて
いた号俸

昇　格　後　の　号　俸 昇格した日の
前日に受けて
いた号俸

(略) (略)

昇　格　後　の　号　俸

(略) (略)

(略) (略)(略)

(略)

(略) (略)

(略)(略)

(略) (略) (略)

(略)
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（傍線部分は改正部分）

ヌ　教育職俸給表㈡昇格時号俸対応表 ヌ　教育職俸給表㈡昇格時号俸対応表

２級 ３級 ２級 ３級

１ １ １ １
２ １ ２ １
３ １ ３ １
４ １ ４ １

54 33 54 33
55 33 55 34
56 34 56 34
57 34 57 35
58 34 58 35
59 35 59 36
60 35 60 36
61 35 61 37
62 36 62 37
63 36 63 38
64 36 64 38
65 37 65 39
66 38 66 39
67 39 67 40
68 40 68 40

101 53 101 53
102 53 102 54
103 54 103 54
104 54 104 54
105 54 105 54
106 54 106 54
107 54 107 55
108 54 108 55
109 55 109 55
110 55 110 55
111 55 111 55
112 55 112 56
113 55 113 56
114 55 114 56
115 56 115 56
116 56 116 56
117 56 117 57
118 56 118 57
119 56 119 57
120 56 120 57
121 57 121 57
122 57 122 57
123 57 123 58
124 57 124 58
125 57 125 58
126 57 126 58
127 58 127 58
128 58 128 58
129 58 129 59
130 58 130 59
131 58 131 59
132 58 132 59
133 59 133 59
134 59 134 59
135 59 135 60
136 59 136 60
137 59 137 60
138 59 138 60
139 60 139 60
140 60 140 60
141 60 141 61

改　正　後 改　正　前

昇格した日の
前日に受けて
いた号俸

昇　格　後　の　号　俸 昇格した日の
前日に受けて
いた号俸

昇　格　後　の　号　俸

(略)

(略)

(略)

(略)

(略) (略)
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（傍線部分は改正部分）

ル　研究職俸給表昇格時号俸対応表 ル　研究職俸給表昇格時号俸対応表

２級 ３級 ４級 ５級 ６級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級

１ 1 1 １ 1 1
２ 1 1 ２ 1 1
３ 1 1 ３ 1 1
４ 1 1 ４ 1 1

65 31 25 65 31 25
66 32 25 66 32 25
67 32 26 67 32 26
68 32 26 68 32 26
69 33 27 69 33 27
70 33 27 70 34 27
71 34 28 71 35 28
72 34 28 72 36 28
73 35 29 73 37 29
74 35 29 74 37 29
75 36 30 75 38 30
76 36 30 76 38 30
77 37 31 77 39 31
78 38 31 78 39 31
79 39 32 79 40 32
80 40 32 80 40 32

95 51 37 95 51 37
96 52 37 96 52 38
97 53 38 97 53 38
98 54 38 98 54 38
99 55 38 99 55 39
100 56 38 100 56 39
101 57 39 101 57 39
102 57 39 102 57 40
103 57 39 103 58 40
104 58 39 104 58 40
105 58 39 105 59 40
106 58 40 106 59 40
107 59 40 107 60 41
108 59 40 108 60 41
109 59 40 109 61 41
110 60 40 110 61 41
111 60 41 111 61 41
112 60 41 112 61 42
113 61 41 113 62 42
114 61 41 114 62 42
115 61 41 115 62 42
116 62 42 116 62 42
117 62 42 117 63 43
118 62 42 118 63 43
119 63 42 119 63 43
120 63 42 120 63 43
121 63 43 121 64 43

ヲ、ワ　（略） ヲ、ワ　（略）

（略） （略）

（略） （略）

(略)(略) (略) (略)(略) (略)

昇　格　後　の　号　俸

改　正　後 改　正　前

昇格した日の
前日に受けて
いた号俸

昇　格　後　の　号　俸 昇格した日の
前日に受けて
いた号俸

（略） （略）

（略） （略） （略）

（略）

（略）

（略）
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（傍線部分は改正部分）

カ　医療職俸給表㈢昇格時号俸対応表 カ　医療職俸給表㈢昇格時号俸対応表

２級 ３級 ４級 ５級 ６級 7級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級 7級

１ １ １ １
２ １ ２ １
３ １ ３ １
４ １ ４ １

108 81 108 81
109 81 109 82
110 82 110 82
111 82 111 82
112 82 112 82
113 82 113 83
114 82 114 83
115 83 115 83
116 83 116 83
117 83 117 84
118 83 118 84
119 83 119 84
120 84 120 84
121 84 121 85
122 84 122 85
123 84 123 85
124 84 124 85
125 85 125 86
126 85 126 86
127 85 127 86
128 86 128 86
129 86 129 87
130 86 130 87
131 87 131 87
132 87 132 87
133 87 133 88
134 88 134 88

169 97 (略) (略) (略) (略) (略) 169 97 (略) (略) (略) (略) (略)

ヨ　（略） ヨ　（略）

(略)

(略) (略) (略)(略)

(略)

(略) (略)

改　正　後 改　正　前

昇格した日の
前日に受けて
いた号俸

昇　格　後　の　号　俸 昇格した日の
前日に受けて
いた号俸

昇　格　後　の　号　俸

(略) (略)

(略)(略)

(略) (略) (略)

(略)

(略) (略) (略)

(略)
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（傍線部分は改正部分）

タ　専門スタッフ職俸給表昇格時号俸対応表 タ　専門スタッフ職俸給表昇格時号俸対応表

２級 ３級 ４級 ２級 ３級

１ １ １ １ １
２ １ １ ２ １
３ １ １ ３ １
４ １ １ ４ １
５ １ １ ５ １
６ １ １ ６ １
７ １ １ ７ １
８ １ １ ８ １
９ １ １ ９ １
10 １ １ 10 １
11 １ １ 11 １
12 ２ １ 12 ２
13 ３ １ 13 ３
14 ４ １ 14 ４
15 ５ １ 15 ５
16 ５ １ 16 ５
17 ５ １ 17 ５
18 ６ １ 18 ６
19 ６ １ 19 ６
20 ６ １ 20 ６
21 ７ １ 21 ７
22 ７ 22 ７
23 ８ 23 ８
24 24

77 (略) 77 (略)

備考　（略） 備考　（略）

(略) (略)

昇格した日の
前日に受けて
いた号俸

昇　格　後　の　号　俸

改　正　後 改　正　前

昇格した日の
前日に受けて
いた号俸

昇　格　後　の　号　俸
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（傍線部分は改正部分）

別表第七の二　降格時号俸対応表（第二十四条の二関係） 別表第七の二　降格時号俸対応表（第二十四条の二関係）
イ　行政職俸給表㈠降格時号俸対応表 イ　行政職俸給表㈠降格時号俸対応表

１級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級 ７級 ８級 ９級 １級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級 ７級 ８級 ９級

１ 33 １ 33
２ 33 ２ 33
３ 33 ３ 33
４ 34 ４ 34

36 80 36 80
37 82 37 81
38 84 38 82
39 86 39 83
40 88 40 84
41 90 41 86
42 92 42 88
43 93 43 90
44 93 44 92
45 93 45 93

125 93 (略) (略) (略) (略) (略) (略) (略) (略) 125 93 (略) (略) (略) (略) (略) (略) (略) (略)

(略) (略) (略) (略)

(略) (略)(略)

(略) (略) (略) (略) (略) (略)(略) (略) (略) (略)

(略) (略) (略) (略)(略) (略)

(略) (略)

(略) (略) (略) (略) (略)(略) (略)

改　正　後 改　正　前

降格した日の
前日に受けて
いた号俸

降　格　後　の　号　俸 降格した日の
前日に受けて
いた号俸

降　格　後　の　号　俸
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（傍線部分は改正部分）

ロ　行政職俸給表㈡降格時号俸対応表 ロ　行政職俸給表㈡降格時号俸対応表

１級 ２級 ３級 ４級 １級 ２級 ３級 ４級

１ 9 １ 9
２ 10 ２ 10
３ 11 ３ 11
４ 12 ４ 12

28 36 28 36
29 38 29 37
30 40 30 38
31 42 31 39
32 44 32 40
33 45 33 42
34 46 34 44
35 47 35 46
36 48 36 48

137 (略) (略) (略) 137 (略) (略) (略)

ハ　（略） ハ　（略）

(略)(略)

改　正　後 改　正　前

降格した日の
前日に受けて
いた号俸

降　格　後　の　号　俸 降格した日の
前日に受けて
いた号俸

降　格　後　の　号　俸

(略)

(略)

(略)(略)

(略)

(略) (略)(略)

(略) (略)
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（傍線部分は改正部分）

ニ　税務職俸給表降格時号俸対応表 ニ　税務職俸給表降格時号俸対応表

１級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級 ７級 ８級 ９級 １級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級 ７級 ８級 ９級

１ 29 17 １ 29 17
２ 30 18 ２ 30 18
３ 31 19 ３ 31 19
４ 32 20 ４ 32 20

20 60 36 20 60 36
21 63 37 21 62 37
22 66 38 22 64 38
23 69 39 23 66 39
24 72 40 24 68 40
25 73 41 25 70 41
26 73 42 26 72 42
27 73 43 27 73 43
28 73 44 28 73 44
29 73 46 29 73 46
30 73 50 30 73 49
31 73 53 31 73 52
32 73 56 32 73 55
33 73 59 33 73 58
34 73 62 34 73 60
35 73 65 35 73 62
36 73 65 36 73 64
37 73 65 37 73 65

93 (略) (略) (略) (略) (略) (略) (略) 93 (略) (略) (略) (略) (略) (略) (略)

(略)(略)

改　正　後 改　正　前

降格した日の
前日に受けて
いた号俸

降　格　後　の　号　俸 降格した日の
前日に受けて
いた号俸

(略) (略)(略)

降　格　後　の　号　俸

(略) (略) (略)(略) (略)

(略) (略)(略) (略) (略) (略) (略) (略) (略) (略)

(略) (略) (略) (略) (略) (略)

(略) (略)
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（傍線部分は改正部分）

ホ　公安職俸給表㈠降格時号俸対応表 ホ　公安職俸給表㈠降格時号俸対応表

１級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級 ７級 ８級 ９級 10級 １級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級 ７級 ８級 ９級 10級

１ 9 １ 9
２ 10 ２ 9
３ 10 ３ 9
４ 11 ４ 11

145 125 (略) (略) (略) (略) (略) (略) (略) (略) (略) 145 125 (略) (略) (略) (略) (略) (略) (略) (略) (略)

(略)(略)(略) (略)(略)(略)

降　格　後　の　号　俸

(略)(略) (略) (略)(略)(略)(略)(略)(略)(略) (略)

改　正　後 改　正　前

降格した日の
前日に受けて
いた号俸

降　格　後　の　号　俸 降格した日の
前日に受けて
いた号俸

(略)
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（傍線部分は改正部分）

ヘ　公安職俸給表㈡降格時号俸対応表 ヘ　公安職俸給表㈡降格時号俸対応表

１級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級 ７級 ８級 ９級 １級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級 ７級 ８級 ９級

１ 29 １ 29
２ 30 ２ 30
３ 31 ３ 31
４ 32 ４ 32

40 76 40 76
41 78 41 77
42 80 42 78
43 82 43 79
44 84 44 80
45 86 45 82
46 88 46 84
47 89 47 86
48 89 48 88
49 89 49 89

101 89 (略) (略) (略) (略) (略) (略) (略) (略) 101 89 (略) (略) (略) (略) (略) (略) (略) (略)

ト　（略） ト　（略）

(略) (略) (略) (略) (略)(略)

(略)

(略) (略) (略) (略) (略) (略) (略) (略) (略)

(略) (略)(略) (略) (略) (略)(略) (略) (略) (略) (略) (略) (略)

(略)

改　正　後 改　正　前

降格した日の
前日に受けて
いた号俸

降　格　後　の　号　俸 降格した日の
前日に受けて
いた号俸

降　格　後　の　号　俸

(略) (略)
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（傍線部分は改正部分）

チ　海事職俸給表㈡降格時号俸対応表 チ　海事職俸給表㈡降格時号俸対応表

１級 ２級 ３級 ４級 ５級 １級 ２級 ３級 ４級 ５級

１ 13 １ 13
２ 14 ２ 14
３ 15 ３ 15
４ 16 ４ 16

24 36 24 36
25 38 25 37
26 40 26 38
27 42 27 39
28 44 28 40
29 45 29 42
30 46 30 44
31 47 31 46
32 48 32 48

113 (略) 105 (略) (略) (略) 113 (略) 105 (略) (略) (略)

リ　（略） リ　（略）

(略)(略)

(略)

(略)

(略)(略) (略)(略)(略) (略)(略)

(略) (略)(略) (略) (略)

改　正　後 改　正　前

降格した日の
前日に受けて
いた号俸

降　格　後　の　号　俸 降格した日の
前日に受けて
いた号俸

降　格　後　の　号　俸
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（傍線部分は改正部分）

ヌ　教育職俸給表㈡降格時号俸対応表 ヌ　教育職俸給表㈡降格時号俸対応表

１級 ２級 １級 ２級

１ 13 １ 13
２ 13 ２ 13
３ 13 ３ 13
４ 14 ４ 14

32 52 32 52
33 55 33 54
34 58 34 56
35 61 35 58
36 64 36 60
37 65 37 62
38 66 38 64
39 67 39 66
40 68 40 68

52 96 52 96
53 102 53 101
54 108 54 106
55 114 55 111
56 120 56 116
57 126 57 122
58 132 58 128
59 138 59 134
60 141 60 140
61 141 61 141

125 141 （略） 125 141 （略）

改　正　後 改　正　前

降格した日の
前日に受けて
いた号俸

降　格　後　の　号　俸 降格した日の
前日に受けて
いた号俸

降　格　後　の　号　俸

（略）

（略）

（略）

（略）

（略）（略）
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（傍線部分は改正部分）

ル　研究職俸給表降格時号俸対応表 ル　研究職俸給表降格時号俸対応表

１級 ２級 ３級 ４級 ５級 １級 ２級 ３級 ４級 ５級

１ 25 33 １ 25 33
２ 26 34 ２ 26 34
３ 27 35 ３ 27 35
４ 28 36 ４ 28 36

32 68 80 32 68 80
33 70 83 33 69 83
34 72 86 34 70 86
35 74 89 35 71 89
36 76 92 36 72 92
37 77 96 37 74 95
38 78 100 38 76 98
39 79 105 39 78 101
40 80 110 40 80 106
41 82 115 41 82 111
42 84 120 42 84 116
43 86 121 43 86 121

56 100 121 56 100 121
57 103 121 57 102 121
58 106 121 58 104 121
59 109 121 59 106 121
60 112 121 60 108 121
61 115 121 61 112 121
62 118 121 62 116 121
63 121 121 63 120 121
64 121 121 64 121 121

121 121 (略) (略) (略) 121 121 (略) (略) (略)

ヲ、ワ　（略） ヲ、ワ　（略）

(略)

改　正　後 改　正　前

降格した日の
前日に受けて
いた号俸

降　格　後　の　号　俸 降格した日の
前日に受けて
いた号俸

降　格　後　の　号　俸

(略) (略)(略)

（略） （略）

（略） （略） （略） （略） （略） （略）

(略) (略)

（略） （略） （略） （略）
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（傍線部分は改正部分）

カ　医療職俸給表㈢降格時号俸対応表 カ　医療職俸給表㈢降格時号俸対応表

１級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級 １級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級

１ 17 １ 17
２ 17 ２ 17
３ 17 ３ 17
４ 18 ４ 18

80 104 80 104
81 109 81 108
82 114 82 112
83 119 83 116
84 124 84 120
85 127 85 124
86 130 86 128
87 133 87 132
88 136 88 136

153 169 (略) (略) (略) (略) (略) 153 169 (略) (略) (略) (略) (略)

ヨ　（略） ヨ　（略）

(略)

(略) (略) (略)(略)

(略)(略) (略) (略) (略) (略)

改　正　後 改　正　前

降格した日の
前日に受けて
いた号俸

降　格　後　の　号　俸 降格した日の
前日に受けて
いた号俸

降　格　後　の　号　俸

(略) (略)

(略) (略)

(略)

(略)

(略) (略) (略)
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（傍線部分は改正部分）

タ　専門スタッフ職俸給表降格時号俸対応表 タ　専門スタッフ職俸給表降格時号俸対応表

１級 ２級 ３級 １級 ２級

１ 11 21 １ 11
２ 12 21 ２ 12
３ 13 21 ３ 13
４ 14 ４ 14
５ 17 ５ 17
６ 20 ６ 20
７ 22 ７ 22
８ 23 ８ 23
９ 23 ９ 23
10 23 10 23
11 23 11 23
12 23 12 23
13 23 13 23
14 23 14 23
15 23 15 23
16 23 16 23
17 23 17 23
18 23 18 23
19 23 19 23
20 23 20 23
21 23 21 23
22 22
23 23

備考　（略） 備考　（略）

(略) (略)

改　正　後 改　正　前

降格した日の
前日に受けて
いた号俸

降　格　後　の　号　俸 昇格した日の
前日に受けて
いた号俸

降　格　後　の　号　俸
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改 正 後 改 正 前

別表第七の四 昇給号俸数表（第三十七条関係） 別表第七の四 昇給号俸数表（第三十七条関係）

イ～ハ （略） イ～ハ （略）

ニ 専門スタッフ職俸給表４級職員昇給号俸数表 （新設）

昇給区分 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ

昇給の号俸数 １ ０ ０ ０ ０

備考

この表は、専門スタッフ職俸給表の適用を受

ける職員でその職務の級が４級であるものに適

用する。
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人
事
院
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―
三
四
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人
事
管
理
文
書
の
保
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期
間
）

新
旧
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照
表
（
附
則
第
四
条
関
係
）

（
傍
線
部
分
は
今
回
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

別
表

人
事
管
理
文
書
の
保
存
期
間
（
第
三
条
関
係
）

別
表

人
事
管
理
文
書
の
保
存
期
間
（
第
三
条
関
係
）

一

（
略
）

一

（
略
）

二

給
与

二

給
与

人
事
管
理
文
書
の
区
分

基
準
日

保
存
期
間

人
事
管
理
文
書
の
区
分

基
準
日

保
存
期
間

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

規

則

九

第
十
一
条
第
三
項
た
だ
し

取
得
の

五
年

規

則

九

第
十
三
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三
項
、
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四

取
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五
年

―

八

（

書
、
第
十
八
条
、
第
十
九

日

―

八

（

十
六
条
第
一
項
又
は
第
四

日

初

任

給

条
た
だ
し
書
、
第
二
十
条

初

任

給

十
八
条
の
二
の
報
告
の
文

、

昇

格

の
二
第
四
項
各
号
、
第
二

、

昇

格

書
等

、

昇

給

十
二
条
第
二
項
、
第
二
十

、

昇

給

等

の

基

四
条
の
二
第
三
項
、
第
二

等

の

基

準
）

十
六
条
第
一
項
第
二
号
（

準
）

第
二
十
八
条
に
お
い
て
準

用
す
る
場
合
を
含
む
。
）

、
第
三
十
条
、
第
四
十
条

、
第
四
十
四
条
第
二
項
、

第
四
十
四
条
の
二
、
第
四

十
五
条
、
第
四
十
八
条
、

第
四
十
九
条
又
は
別
表
第

二
の
研
究
職
俸
給
表
初
任

給
基
準
表
の
備
考
第
一
項
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の
承
認
に
関
す
る
文
書
等

第
十
三
条
第
三
項
、
第
四

第
十
八
条
、
第
十
九
条
た

十
六
条
第
一
項
又
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第
四

だ
し
書
、
第
二
十
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の
二

十
八
条
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の
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の
文

第
四
項
各
号
、
第
二
十
二

書
等

条
第
二
項
、
第
二
十
四
条

の
二
第
三
項
、
第
二
十
六

条
第
一
項
第
二
号
（
第
二

十
八
条
に
お
い
て
準
用
す

る
場
合
を
含
む
。
）
、
第

三
十
条
、
第
四
十
条
、
第

四
十
四
条
第
二
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、
第
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十
四
条
の
二
、
第
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十
五

条
、
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の
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項
の
承

認
に
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す
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書
等

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

三
～
二
十

（
略
）

三
～
二
十

（
略
）
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給 実 甲 第 １ ２ １ ８号

平成２８年１１月２４日

人 事 院 事 務 総 長

平成２８年改正法の施行に伴い平成２６年改正法附則第７条の規定

による俸給の額が減少した場合における職員に対する通知について

（通知）

標記について、下記のとおり定めたので通知します。

記

一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律（平成２６年法律第

１０５号。以下「平成２６年改正法」という。）附則第７条の規定による俸給の

支給を受けていた職員のうち、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正

する法律（平成２８年法律第８０号）の施行に伴い、次に掲げる場合に該当する

こととなった職員に対しては、人事異動通知書又はこれに代わる文書（以下「通

知書等」という。）により通知するものとし、その記入の際の参考例を示せば、

次のとおりである。ただし、通知書等の交付によらないことを適当と認める場合

には、適当な方法をもって通知書等の交付に代えることができる。

一 平成２６年改正法附則第７条の規定による俸給の額が減少した場合（次号に

掲げる場合を除く。）

平成○○年○月○日 平成２８年法律第８０号の施行に伴い、平成２６年法
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律第１０５号附則第７条の規定による俸給として給す

る額を○円とする

二 平成２６年改正法附則第７条の規定による俸給が支給されないこととなった

場合

平成○○年○月○日 平成２８年法律第８０号の施行に伴い、平成２６年法

律第１０５号附則第７条の規定による俸給は支給され

ないこととなった

以 上
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人事院公示第１９号

人事院は、人事院規則２―４（人事院の職員に対する権限の委任）第２項の規

定に基づき、昭和３８年人事院公示第５号の一部改正に関し、次のとおり決定し

た。

平成２８年１１月２４日

人事院総裁 一 宮 なほみ

１ 第２項第５号中（１）を（１の２）とし、（１の２）の前に（１）として次

のように加える。

（１） 第１１条第３項ただし書の規定に基づき、職務の級を決定するこ

とを承認すること。

２ この決定による改正は、平成２９年４月１日から効力を発生する。
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昭和３８年人事院公示第５号 新旧対照表（平成２８年人事院公示第１９号関係）

改 正 後 改 正 前

１ （略） １ （略）

２ 委任する権限及び所掌事務 ２ 委任する権限及び所掌事務

一～四 （略） 一～四 （略）

五 人事院規則９―８（初任給、昇格、昇給等の 五 人事院規則９―８（初任給、昇格、昇給等の

基準）に規定する次に掲げる事項 基準）に規定する次に掲げる事項

(1) 第１１条第３項ただし書の規定に基づき、 （新設）

職務の級を決定することを承認すること。

(1の2) 第１１条第４項の規定に基づき、人事 (1) 第１１条第４項の規定に基づき、人事院が

院が定めることとされている事項について定 定めることとされている事項について定める

めること。 こと。

(2)～(42の10) （略） (2)～(42の10) （略）

五の二～二十一 （略） 五の二～二十一 （略）

３・４ （略） ３・４ （略）
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給与法等の施行に伴う人事院規則及び事務総長通達の一部改正等について

（俸給関係）

平成２８年１１月

Ⅰ 改正等の概要

１ 人事院規則９―８（初任給、昇格、昇給等の基準）の一部改正

⑴ 俸給表の改定に伴う改正

規則：Ｐ1～Ｐ46、参考資料：Ｐ53～Ｐ55

俸給表の改定により、現行の「昇格時号俸対応表」による昇格後の対応号俸が変

わる場合が生じるため、「昇格時号俸対応表」の改正を行い、あわせて「降格時号

俸対応表」の改正を行う。

［別表第７及び別表第７の２］

※ 経過措置

「昇格時号俸対応表」の改正により、いわゆる旧法有利が生じることから、今

年度内の昇格者について、この改正による不均衡の発生を防止するための経過措

置を規定する。

① 平成28年４月１日から施行日の前日までの間に昇格した職員のうち、改正

後の号俸対応表による号俸が、改正前の号俸対応表による号俸に達しない職

員の昇格時の号俸については、改正前の号俸対応表による号俸とする。

［改正規則附則第２条］

② 施行日から平成29年３月31日までの間に昇格した職員のうち、上記①との

均衡上必要があると認められる職員の昇格時の号俸については、改正前の号

俸対応表による号俸とすることができるものとする。

［改正規則附則第３条］

⑵ 専門スタッフ職俸給表４級の新設に伴う改正

規則：Ｐ1～Ｐ46、公示：Ｐ49～50、参考資料：Ｐ56～Ｐ58

専門スタッフ職俸給表４級の新設に伴い、以下のとおり所要の改正を行う（あわ

せて規則１－34（人事管理文書の保存期間）について規定を整備）。

・ 初任給

専門スタッフ職４級への採用時における職務の級の決定はあらかじめ個別に協

議するものとし、「在級期間表」に４級の年数を「別に定める」と規定する。あ

わせて、在級期間表の改正では個別協議として措置できていない経験者採用に係

る職務の級の決定規定を改正する。

また、採用時の号俸は全て１号俸とすることとし、あわせて、この規定で個別

協議として措置できていない経験者採用に係る号俸の決定規定を改正する。

［第11条第３項ただし書、第12条第１項第２号及び別表第６］
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・ 標準職務表

専門スタッフ職俸給表４級の標準的な職務として「行政の特定の分野における

極めて高度の専門的な知識経験に基づく極めて困難な調査、研究、情報の分析等

を行うことにより、極めて重要な政策の企画及び立案等を支援する業務を行う職

務」を規定する。

［別表第１］

・ 昇格等

専門スタッフ職４級への昇格における職務の級の決定はあらかじめ個別に協議

するものとし、「在級期間表」に４級の年数を「別に定める」と規定する。また、

昇格後の号俸は全て１号俸とし、「昇格時号俸対応表」に対応号俸を規定する。

あわせて、専門スタッフ職４級からの降格後の号俸は全て３級の最高号俸

(21号俸)とし、「降格時号俸対応表」に対応号俸を規定する。

［別表第７及び別表第７の２］

・ 昇給

専門スタッフ職４級の職員は、勤務成績が極めて良好（昇給区分Ａ）である場

合にのみ、１号俸昇給するものとし、「昇給号俸数表」に昇給号俸数を規定する。

［別表第７の４］

２ 給実甲第1218号（平成28年改正法の施行に伴い平成26年改正法附則第７条の規定に

よる俸給の額が減少した場合における職員に対する通知について）の制定

通達：Ｐ47～Ｐ48、参考資料：Ｐ59

俸給表の改定に伴い、経過措置額が減少した職員（支給されないこととなった職員

を含む。）に対する通知書等の記入例を規定する。

Ⅱ 公布（発出）日・施行日

公布（発出）日及び施行日は、平成28年改正法の公布の日とする。

ただし、専門スタッフ職俸給表４級の新設に伴う改正（１の(2)）に係る規定は平成2

9年４月１日から施行する。民間給与との較差に基づく改正（１の(1)）に係る規定は平

成28年４月１日から適用する。

以 上
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俸給表の改定に伴う昇格時号俸対応及び降格時号俸対応の

変更箇所一覧

１ 昇格時の号俸対応を変更する級・号俸

俸給表 昇格前の級・号俸

行政(一) １級82～93号俸

行政(二) ２級38～47号俸

税務 １級63、65～73号俸
２級50、53、56、59、61～65号俸

公安(二) １級78～89号俸

海事(二) ２級38～47号俸

教育(二) １級55、57～67、102、107、108、112～114、117～120、123～126、
129～132、135～138、141号俸

研究 １級70～79、103、105～115、117、118、121号俸
２級96、99、100、102～105、107～110、112～115、117～120号俸

医療(三) １級109、113、114、117～119、121～127、129、130、133号俸

※ いずれも旧法有利（昇格後の号俸を引下げ）の改正。新法有利（昇格後の号俸を

引上げ）の改正なし。

２ 降格時の号俸対応を変更する級・号俸

俸給表 降格前の級・号俸

行政(一) ２級37～44号俸

行政(二) ３級29～35号俸

税務 ２級21～26号俸
３級30～36号俸

公安(一) ２級2、3号俸

公安(二) ２級41～48号俸

海事(二) ３級25～31号俸

教育(二) ２級33～39、53～60号俸

研究 ２級33～39、57～63号俸
３級37～42号俸

医療(三) ２級81～87号俸

※ いずれも新法有利（降格後の号俸を引上げ）の改正。旧法有利（降格後の号俸を

引下げ）の改正なし。
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【参考資料】

　事例１（昇格）

　　　　　昇格

級決定：個別協議【規則9-8第20条第4項→在級期間表（別定級）→第48条】

号俸決定：自力決定（１号俸）【規則9-8第23条第1項→昇格時号俸対応表】

　事例２（初任給（人事交流））行(一)９級等→人事交流→専スタ４級

　　　　　採用

行(一)９級
専行７級等

人事交流

級決定：個別協議【規則9-8第11条第5項→在級期間表(別定級)→第48条】

号俸決定：自力決定（１号俸）
　　　　　【規則9-8第17条→給実甲第326号第17条関係→給実甲第442号第4項】

　事例３（俸給表異動）指定職→専スタ４級

　　　　　異動

級決定：個別協議【規則9-8第27条第1項→在級期間表(別定級)→第48条】

号俸決定：個別協議（１号俸）【規則9-8第30条】

　事例４（俸給表異動）行(一)９級等→専スタ４級

　　　　　異動

級決定：個別協議【規則9-8第27条第1項→在級期間表(別定級)→第48条】

号俸決定：個別協議（１号俸）【規則9-8第29条→給実甲第254号第7】

（参考）

専門スタッフ職４級職員に係る個別協議の要否

専スタ３級 専スタ４級

　経験者採用の結果に基づいて新たに職員となった者（任期付職員等）の職務の級を専門ス
タッフ職俸給表４級に決定しようとする場合は、個別協議が必要であり、号俸は１号俸とす
る。【規則9-8第11条第3項、第12条第1項第二号】

行(一)９級
専行７級等

専スタ４級

専スタ４級

指定職 専スタ４級
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                                               事 務 連 絡    

                        平成２８年１１月２４日 

 

  各府省給与担当課長補佐 殿 

 

                人事院給与局給与第二課課長補佐（制度班） 

 

 

専門スタッフ職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が４級である 

ものの昇給に係る留意事項について 

 

 専門スタッフ職俸給表４級の職には、極めて高度の専門的な知識経験を有する

者が就任し、その知識経験を活用して高い成果を出すことが期待されていること

から、昇給は、その者の勤務成績が極めて良好である場合に限り行うこととして

います。この趣旨に鑑み、同俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が４級で

あるもの（以下「専門スタッフ職４級職員」という。）の人事院規則９－８（以

下「規則」という。）第３９条及び第４０条の規定による昇給については、下記

の点に留意の上、運用してください。 

 

記 

 

１ 規則第３９条の規定による昇給 

規則第３９条第１号及び第２号の規定による昇給は、特定の事由（研修成績

が特に良好な場合、特別の功績等により表彰を受けた場合等）に該当した場合

に認められるものですが、専門スタッフ職４級職員については、他の職よりも

勤務成績を厳格に反映する観点から、運用上、当該事由をもって、｢勤務成績

が極めて良好」であると整理しないこととしていますので、同条第１号及び第

２号の規定を適用することがないようご留意ください。 

同様に、同条第３号の規定（過員を生じたことにより退職する場合等）によ

る昇給についても、専門スタッフ職４級職員については適用することがないよ

うご留意ください。 

 

２ 規則第４０条の規定による昇給 

専門スタッフ職４級職員が、規則第４０条の「生命をとして職務を遂行し、
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そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となった場合」に該当すると考

えられる場合には、給与第二課制度班にご相談ください。なお、同条に規定す

る「その他特に必要があると認められる場合」による昇給を行うことは想定し

ていません。 

 

 

以   上 
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給実甲第1218号（平成28年改正法の施行に伴い平成26年改正法附則第７条の規定に

よる俸給の額が減少した場合における職員に対する通知について）について

１ 通知の趣旨

職員が給与法遡及改正後の経過措置額を適切に認識すること。

２ 通知が必要なとき

基本的には、平成28年４月１日となるが、規則９―142第５条第１項の適用を受け

る場合については、施行日にも通知が必要となる（俸給表異動等により算定基礎額

に変動があった場合や、人事交流により採用された場合においても、そのときに通

知が必要）。

【参考】経過措置額が変動した場合（規則９―142第５条第１項の適用あり）の通知例

① 平成28年４月１日【俸給表改定日】

平成28年法律第80号の施行に伴い、平成26年法律第105号附則第７条の規定による

俸給として給する額を○円【②に比べて１円高い額】とする

② 平成28年11月24日【施行日】

平成28年法律第80号の施行に伴い、平成26年法律第105号附則第７条の規定による

俸給として給する額を○円とする

３ 通知の対象者

既に退職している職員であっても退職前に経過措置額の通知をしている場合には、

当該退職者に対して経過措置額の通知が必要となる。

また、平成28年４月２日以降に府省間異動をした場合においては、経過措置額の

変動等があった日に在職している府省において通知が必要となる。

４ 通知の方法

人事異動通知書による通知に限ったものではない（例えば、平成28年４月１日の

分と平成28年７月１日の昇格後の分について通知を要する場合、１つずつ２枚で通

知することも１枚に２つをまとめて通知することも可能とし、対象となる職員が適

切に経過措置額を認識できるのであれば方法は問わない。）。

５ 通知をする日

人事異動通知書で通知することとした場合の「日付及び任命権者」欄に記載する

『日付』については、経過措置額に変動があった日（人事交流から採用され新たに

経過措置額を受けることとなった日等を含む。）を記載することを基本とする（この

場合、記入例にある「平成〇〇年〇月〇日」は記載不要）。

※ 改正給与法の施行日を記載することも可能とするが、この場合、記入例にある「平成〇〇年〇

月〇日」は経過措置額に変動があった日を記載する。
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